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統計調査計画および調査票（案）について 

 

１ 基本的な方針（案） 

 シェアリングエコノミーの規模および特性等の実態をシェアリングサービスの種類別に把握することを目的として、

シェアリングサービス企業を対象とした企業調査を計画する。 

 現時点では、シェアリングサービス企業の母集団情報が明確でない。そのため、継続的に有効な結果を得るこ

とが可能かについての検証を行う必要があることから、試験調査と位置づけ、調査周期については「１回限り」

の調査とする。 

 シェアリングエコノミーの実態把握の他、継続的な統計調査実施に関する判断、および今後の調査に向けた

調査対象名簿の作成も本統計調査の検討課題となる。 

 シェアリングサービスの種類は、「モノ（中古品販売を含む）」、「空間」、「スキル」の３種類を対象とする。 

 なお、カーシェア及びサイクルシェアについては「モノ」に含めて調査対象とする。また、クラウドファンディングなどの

サービスについては、資金の取引は SNA上の生産ではなく、金融取引に該当するため、今回の調査の対象

からは除外する。並びに、民泊についても民泊を利用する人のほとんどが海外のマッチングプラットフォームを利

用しているため、把握が困難な事から今回の調査の対象から除外する。なお、別途、行政記録情報等を用

いた把握方法を検討する。 

 

２ 調査対象事業（シェアリングサービス事業の定義） 

 インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用して、利用者と提供者を結びつけ、個人

等が保有する活用可能な資産等（モノ、空間、スキル等）を利用（賃貸・売買）する経済活動。 

 提供されるモノ・サービスは、提供者が保有し、かつ十分に活用されていないものに限定。 

 企業が自社の事業として行っている販売・賃貸用に取得・保有されているモノ・サービスの提供は「提供者が

保有し、かつ活用されていないもの」の提供に該当しないと考え、シェアリングサービス事業の対象外とする。 

 ただし、個人が提供を目的として取得・保有しているモノ・サービスの提供は、「マッチングプラットフォームサービ

スが存在しなければ顕在化しなかった」と考え、対象とする。 

 調査対象とするシェアリングサービス企業は、対象となるシェアリングサービス事業を一部でも行っている企業と

する。したがって、マッチングプラットフォームへの提供者がすべて「自社の事業として行っている販売・賃貸用に

取得・保有されているモノ・サービスの提供を行う企業」である場合は対象外とする。 
 

 例︓ 無店舗小売事業者が自社在庫商品を出品 →対象外 
 貸駐車場業企業が保有する駐車場を提供 →対象外 
 自社車両の保管用駐車場の空きスペースを提供 →対 象  
 個人が作成したハンドメイド品を出品 →対 象 
 個人が再販目的で購入した商品を出品 →対 象  
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分野 概要 例示 

モノ 売買  インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利用
し、個人等が保有する物品を売買する経済活動。 
 ただし、「自社の事業として行っている販売用に取得・保有されてい
るモノの提供を行う経営組織（法人、個人経営等）」のみが提供
者であるものを除く。 

 
 

－ 

 賃貸  インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利
用し、個人等が保有する物品を賃貸する経済活動。 

 ただし、「自社の事業として行っている賃貸用に取得・保有されてい
るモノの提供を行う経営組織（法人、個人経営等）」のみが提供
者であるものを除く。 

 
 

－ 

空間 
 

 インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利
用し、個人等が建物又は土地を時間（分）単位からの利用を可
能にして提供する経済活動。 

 ただし、「自社の事業用に所有・管理している施設・空間を提供す
る経営組織（法人、個人経営等）」のみが提供者であるもの、及
び単に利用可能な建物又は土地の情報のみを提供するサービス、
住宅建物取引業法に基づく媒介業務（契約の成立を目的とした
条件交渉に関与する行為等）に該当するサービスは含まれない。 

 また、住宅宿泊事業法、国家戦略特区指定地域において提供さ
れる住宅施設（「民泊」）及び旅館業法に基づき提供される宿泊
サービスは含まれない。 

 
 
 
 
 

－ 

スキル  インターネットにおけるマッチングプラットフォームの仲介サービスを利
用し、個人等がスキル（労働）を提供する経済活動。 

 「自社の事業としてスキル（労働）の提供を行っており、この提供
のために自社に登録されているサービス提供者によるサービスのみを
提供する経営組織（法人、個人経営等）」のみが提供者である
ものを除く。 

 
 

－ 

 

※取引件数、取引額、手数料収入額等の記入に際しては、「自社の事業として行っている販売・賃貸用に取得・保有

されているモノ・サービスの提供を行う企業」による取引を除いた数値の記入を原則として依頼する。 

※ただし、上記の数値をすべて除外した記入が困難な場合も想定されることから、調査票１ページ目の「事業の概要」

において、該当する数値の除外状況を確認するチェック設問を設け、記入数値の概要把握を行う。 
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３ 調査対象（案） 
 

 調査対象地域は全国、調査単位は企業とし、主業、副業を問わずシェアリングサービス事業を行っている企

業を対象とする。 

 調査対象名簿の整備を念頭に、現在シェアリングサービス事業を行っていることが確認できている対象に加え、

シェアリングサービス事業を実施している可能性がある企業も含めた幅広い対象を設定する。 

 具体的には以下の方法で抽出した企業を対象とする。 

 

(1) 現在シェアリングサービス事業を行っていることが確認できている企業 

① 日本シェアリングエコノミー協会 会員名簿（全数） 

 シェア会員および準シェア会員を対象に想定 

② 「シェアリングエコノミー認証」 取得企業名簿（全数）  

 ただし、①または②の一方が他方を完全に包含している場合は、全体を包含している一方のみ 

③ その他、机上調査（記事検索、文献検索）等により調査対象と判断されたもの 

 メルカリ等、日本シェアリングエコノミー協会に所属していないマッチングプラットフォーム企業 

 

(2) シェアリングサービス事業を行っている可能性のある企業（既存統計調査結果からの抽出 1） 

① 経済センサス活動調査からの抽出（案）（条件を満たすもの全数）  

 インターネット附随サービス業に格付けられたもののうち、「17.サービス関連産業 B の事業収入内訳」にお

いて、「3914 インターネット・ショッピングサイト等運営」または「3915 その他のサイト運営」による収入があ

るもの 

 

② 特定サービス産業実態調査からの抽出判断基準（案）（条件を満たすもの全数） 

 「４-Ⅲ「主たる業務」の年間売上高の業務種類別割合」において、「サイト運営業務」の割合があるもの 

 「４-Ⅳ「インターネット附随サービス業務」の年間売上高の収入種類別割合において、「個人からの収入・

手数料収入」の割合があるもの 

 インターネット附随サービス業に格付けられたもののうち、「５-Ⅰ「主たる業務」の年間売上高の契約産業

別割合」において「個人」の割合があるもの 

 

 

                                                   
1 試行抽出を今後実施し、抽出企業数、抽出される企業の企業名等を踏まえた条件の調整が必要 












